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Ⅰ 女性に選ばれ、女性が活躍できる地域づくり
（２）地域における魅力的な職場、学びの場づくり
⑪地域働き方・職場改革等の推進
「若者や女性にも選ばれる地方」を実現するため、若者や女性の「働きがい」と「働きやすさ」の
両面を向上させていく「地域働き方・職場改革」を起点とした地域社会の変革に取り組む。今後、
３～５年程度における先行的な地方公共団体の成果等の蓄積を通じ、全国的な波及を目指していく。

３．選ばれる地方
E. 魅力が感じられる地方

o．多様性に富んだ地方の実現
（１）地域の働き方・職場改革を起点とした社会変革への取組推進
①地域の働き方・職場改革を起点とした社会変革

若者や女性の転出行動に影響を与えている職場の重要性を踏まえ、地域の働き方・職場改革を起
点として、地域社会の変革に取り組んでいく。68 の地方公共団体（24 県、44 市町村）と各府省庁
横断のサポートメンバーで「地域働き方・職場改革ネットワーク」を形成し、取組を始動する。今
後３～５年程度、これらの先行する地方公共団体相互の経験・知見を共有し連携しながら、成果・
成功体験の蓄積を進め、全国的な波及を目指していく。













地域の働き方・職場改革等の取組の進め方（ガイドブック）（令和７年５月28日）の概要

【ガイドブックの位置付け】
地方から都市部への若年層の人口流出、また、転出行動に影響を与えている地方の「職場」に問題意識を持ち、若者や女性に
とっての「職場」の魅力を高め、「若者や女性にも選ばれる地方」づくりを進めようとする地方公共団体の担当の皆さんに向けて、
現時点の先行自治体の経験や有識者の知見を踏まえた取組の手順の参考例としてお示しするもの

「働きがい」のある職場「働きやすさ」のある職場

目指す職場像 ＝ ×将来において結婚・出産等のライフイベントが
あった際にも、「共働き・共育て」の時代に相
応しく、男女ともに柔軟な働き方ができる職場

将来ある若者や女性が、自分たちの能力が活
かされ、成⾧していくことができ、希望する
キャリアを実現できると感じられる職場

構成
１．自治体内における体制・予算の確保等
〇 中心となる担当部署（担当者）の決定
〇 庁内・外の協力体制の構築
〇 都道府県／市町村が主体となる場合の留意点
〇 過去の類似取組の振り返り
〇 予算確保等に向けた今回の取組の粗いプロセス整理例
〇 必要な予算等の確保

２―１．取組の参加者の募集など地域の体制づくり
〇 参加企業・団体等の呼びかけ
〇 当事者（若者や女性）の視点・意見の取り入れ
〇 行政内外の人材育成

５．定期的な効果検証・成果の情報発信
〇 定期的な効果検証
〇 成果の情報発信

２－２．現状の実態把握
〇 自治体内の実態把握

３．アクションプラン（取組計画）の策定
〇 地域の目指すべき姿に係る議論
〇 アクションプラン（取組計画）の作成

４．具体の取組の実施
⑴ 目指す「職場像」に向けた取組の大まかな全体像
⑵ 若者や女性に「閉塞感」をもたらすアンコンシャス・バイアスに
対する気づきの促進と意識・行動の変革

⑶ 具体的な「働き方の課題」の解決（職場改革）
⑷ 採用市場における自企業・団体の「見え方」の客観視・情報発信
の強化

⑸ 各テーマ毎のワークショップ等の実施
〇 ワークショップを実施する際の留意点

⑹ 地域社会への波及
⑺ 「魅力ある職場」の創出に向けた産業政策との連携
⑻ 地域共同での若者育成

巻末:参考資料・ツールの紹介


